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No. 該当資料名 頁 該当項目 質問内容 回答内容

1 高松市DX人材育成事業業務委
託プロポーザル実施要領

3
6　参加表明書の提出
（1）提出書類
オ

　「過去3年以内において、類似の研修業務を国。地方公共団体又はこれらに準ずる法人から直接受託し、かつ、その委託
業務を履行した実績を有していることが分かる資料」とありますが、本業務を受託した場合に、業務の一部をグループ会
社へ委託する予定です。
　この場合、当該グループ会社の実績を提出することで、本要件を満たすものとして、認められますでしょうか。
それとも、当該実績については、当社が一貫して履行したものに限り有効となりますでしょうか。

　国、地方公共団体又はこれらに準ずる法人から、貴社が直接受託し、かつ、履行した実績を参加資格要件としているため、グループ会社単独の実績のみをもって本
要件を満たすことはできません。
　ただし、貴社が直接受託した実績であって、その履行に当たりグループ会社に業務の一部を委託している場合は、本要件への該当性を確認するため、委託した業
務範囲、実施体制並びに貴社の履行責任及び関与状況が分かる資料を併せて提出してください。

2 高松市DX人材育成事業委託業
務仕様書

5 9　その他事項

　「受注者が、業務を一括して第三者に委託することを禁止する。ただし、業務の一部を第三者に委託する場合には、あら
かじめ本市の同意を得るものとし、再委託先の行った作業の結果については、受注者が全責任を負うものとする。」とあ
りますが、ここに記載されている事前の同意とは、書面等による承認を想定されていますでしょうか。
　また、委託の方法として、当社がプロジェクトマネジメントを担い、委託先が研修を実施する体制は認められますでしょ
うか。

　事前の同意については、書面による申請及び承認を想定しています。
　また、貴社がプロジェクトマネジメントを担い、第三者が研修を実施する体制を含め、業務の一部を第三者に委託する予定がある場合は、再委託する業務の範囲、
実施体制、貴社の履行責任及び関与状況が分かる内容を提案書に記載してください。
　なお、本業務の主たる部分を第三者に委託することは認められません。「主たる部分」とは、本業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判
断をいいます。

3
高松市DX人材育成事業業務委
託プロポーザル実施要領

3
6　参加表明書の提出
（1）提出書類
エ

　弊社都税証明書はありますが、高松市さまに納税履歴がございません。都税流用可能か、高松市様にて滞納していない
証明書を取得する必要があるかをご教示のほどお願いいたします。

　本市に事務所又は事業所がなければ、本市市税滞納無証明書の提出は不要です。

4 高松市DX人材育成事業業務委
託プロポーザル実施要領

１，２ ３　参加資格
　本プロポーザルの実施要領を確認したところ、 参加資格欄において、高松市様の入札参加資格の有無に関する記載が
見受けられませんでした。 本プロポーザルにつきましては、入札参加資格を有していない事業者であっても参加可能と
の認識でよろしいでしょうか。 お手数をおかけいたしますが、ご教示いただけますと幸いです。

　お見込みのとおりです。
　なお、参加表明時に提出された資料を基に、参加要件の適否を審査します。

5 高松市DX人材育成事業業務委
託プロポーザル実施要領

3
6　参加表明書の提出
（1）提出書類
ウ

　直近の決算書類（有価証券報告書）につきましては、株主総会前ですのでまだこちらにもありません。
株主総会の資料には「有価証券報告書」「損益計算書」の記載があります。こちらでもだいじょうぶでしょうか？

　直近の決算時における貸借対照表及び損益計算書を提出してください。
　なお、提出後に不備等ありましたら、こちらから連絡します。

6 高松市DX人材育成事業業務委
託プロポーザル実施要領

3
6　参加表明書の提出
（1）提出書類
エ

　弊社は所在地が東京都のため、実施要領に記載の「市税、法人税」の証明として、東京都が発行する「法人事業税・特別
法人事業税・法人都民税」の納税証明書を提出することで相違ないでしょうか。
　また、現在令和7年度の申告・納付手続き期間中につき、提出可能な最新の証明書が「令和5年度から令和6年度」分と
なりますが、こちらの期間の証明で受理いただけますでしょうか。
　最後に、発行日は3か月以内でなくとも受理いただけますでしょうか。

　プロポーザル参加表明の提出日において納期の到来した市税、法人税並びに消費税及び地方消費税（市内に事務所・事業所を有しない者にあっては、法人税並び
に消費税及び地方消費税）を滞納していないことが証明できるものを提出してください。書類としては、以下のものとします。
1.高松市税滞納無証明書
　高松市内に事務所・事業所を有する法人のみ、参加表明書の提出日から3か月以内に発行されたものを提出してください（写し可）。
2.納税証明書その３の３（またはその３）
　法人税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない旨の証明です。参加表明書の提出日から3か月以内に発行されたものを提出してください（写し可）。

7 高松市DX人材育成事業業務委
託プロポーザル実施要領

3
6　参加表明書の提出
（1）提出書類
ウ

　直近の決算時における貸借対照表及び損益計算書の提出について確認させてください。
　弊社では令和7年度（最新）の財務諸表の提出が可能ですが、上記「エ」の納税証明書が令和5年度から令和6年度分と
なる場合、内容の整合性を図るため、財務諸表も令和6年度分を提出すべきでしょうか。それとも、財務諸表については
最新の令和7年度分を提出して差し支えないでしょうか。

　直近の決算時における貸借対照表及び損益計算書を提出してください。

8 高松市DX人材育成事業委託業
務仕様書

3

6　業務の内容
（1）研修対象者
ア DXサポーター
（ウ）メンタリング

①仕様書3ページ　6.業務の内容（1）研修対象者　アDXサポーター（ウ）メンタリング（C）
⇒生成AIやRPAのほかに導入しているツールはございますでしょうか。

　自動化ツールとしては、ＡＩ議事録とＡＩ-ＯＣＲを導入しています。オンライン申請システムとしては、「ＬｏＧｏフォーム」とスマホ市役所「ＧｏｖＴｅｃｈ　Ｅｘｐｒｅｓｓ」を導
入しています。

9
高松市DX人材育成事業委託業
務仕様書

3

6　業務の内容
（1）研修対象者
ア DXサポーター
（ウ）メンタリング

②仕様書3ページ　6.業務の内容（1）研修対象者　アDXサポーター（ウ）メンタリング（C）
⇒導入している生成AIやRPAのツールの名称をご教示いただけますと幸いです。

　生成ＡＩは「ＬｏＧｏＡＩアシスタント」及び「ＱｏｍｍｏｎｓＡＩ」、ＲＰＡは「ＷｉｎＡｃｔｏｒ」を導入しています。

10 高松市DX人材育成事業委託業
務仕様書

4
6　業務の内容
（1）付加提案
ア

③仕様書4ページ　6.業務の内容　（2）付加提案　ア
⇒「アンケートの実施のための支援」と記載がありますが、アンケートの回収や集計等は貴市側で実施予定という認識でよ
ろしいでしょうか。

　お見込みのとおりです。
　提案については、アンケートの実施方法や項目、分析の実施などを想定していますが、幅広く提案してください。

「高松市DX人材育成事業業務委託に係るプロポーザル」に関する質問及び回答


